
            喀痰吸引等業務申請手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※「１①H28年度以降の介護福祉士国家試験合格者」以外の介護福祉士は、令和 9年 3月 31日までの間に（公財）社会福祉振興・試

験センターへ登録変更申請した場合、介護福祉士登録証へ喀痰吸引等行為が付記される。 

 

③介護職員は、修了証明書を

添付して、県に認定特定行

為業務従事者の申請をし、

認定を受ける。 

 

① 事業者は、登録喀痰吸引等事業

者の登録を受けていない場合、

県に申請し登録喀痰吸引等事業

者の、登録を受ける。 

 

 

② 事業者は、介護福祉士が基本

研修（医療的ケア）を修了し

たことを確認の上、実地研修

を行い、修了後、事業者が修

了証明書を発行する。 

 

 

③ 介護福祉士は、（公財）社会

福祉振興・試験センターに登

録変更申請を行い、喀痰吸引

等行為が介護福祉士登録証

に付記される。 

 

④ 事業者は、「登録喀痰吸引等事

業者変更登録届出書」を県へ

提出する。 

 

 

④ 事業者は、県に登録喀痰吸

引等事業者の申請をし、登

録を受ける。（登録済の場

合、「登録喀痰吸引等事業者

変更登録届出書」を県へ提

出） 

 

③ 介護福祉士は、（公財）社

会福祉振興・試験センター

に登録変更申請を行い、喀

痰吸引等行為が介護福祉

士登録証に付記される。 

 

① 介護職員（介護福祉士を含む）は登録研修機関に喀

痰吸引等研修を申込み、基本研修を受講する。 

 

１．医療的ケアを修了している介護福祉１１

１．士 

１．医療的ケアを修了している介護福祉士 

①H28年度以降の介護福祉士国家試験合格者 

②H28年度の介護福祉士養成施設卒業生 

③H29～R8 年度にまでの介護福祉士養成施設卒業者

で、経過措置による介護福祉士登録を受けた者 

④H27 年度の介護福祉士養成施設卒業生であって、養

成課程で医療的ケアを修了した者 

 

２． １以外の介護福祉士および 

介護福祉士以外の介護職員 

④事業者は、県に登録特定行

為事業者の申請をし、登録

を受ける。（登録済の場合、

｢登録特定行為事業者変更

登録届出書｣を県へ提出） 

 
⑤ 介護福祉士は、登録喀痰吸引等事業者において、介護福祉士として

喀痰吸引等行為が可能となる。  

⑤ 介護職員は、登録特定行

為事業者において、認定

特定行為業務従事者とし

て喀痰吸引等行為が可能

となる。 

 

② 介護職員は登録研修機関の喀痰吸引等研修におい

て、実地研修を受講（所属事業所で実施）し、「喀

痰吸引等研修修了証明書」を受領する。 

 

介護福祉士 介護福祉士以外 


